
1． 理事会の決議があったものとみなされた事項の
内容

議案 1） 「日本学術会議法の性急な改正について再考
を求める」緊急声明

2． 決議事項を提案した理事の氏名
　理事長　佐藤　薫

3． 理事会の決議があったものとみなされた日
　2023年 2月13日

4． 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
　業務執行理事　池上雅明

　2023年 2月 7日に開催した臨時理事会において．緊
急声明を発出することとした．

　2023年 2月10日．理事長　佐藤　薫が理事の全員に
対して上記理事会の決議の目的である事項について提
案書を発し．当該提案につき．2023年 2月13日までに
理事の全員から同意する旨の意思表示を書面又は電磁
的方法により得たので．定款第36条に基づく理事会の
決議の省略の方法により．当該提案を承認可決する旨
の理事会の決議があったものとする．

　以上のとおり．理事会の決議があったものとみなさ
れることを明確にするため．定款第37条に基づき議事
録を作成し．理事長及び監事が記名押印する．

2023年 2月13日
理事長　佐藤　薫
監　事　鈴木　靖
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